
新 家 保 育 園   重 要 事 項 説 明 書   
   
保 育 の 提 供 の 開 始 に あ た り、 当 園 が あ な た に 説 明 す べ き 内 容 は、 次 の と お り で す 。   

    

１ 　 施 設 運 営 主 体   

 
　 　 　 ２ 　 利 用 施 設  

 
３ 　 施 設 の 目 的・ 運 営 方 針   
    新 家 保 育 園 （以 下 「当 園」 と い う。） は、 以 下 の 運 営 ⽅ 針 に 基 づ き、 保 育 を 
必 要 と す る 児 童 を ⽇々 受 け ⼊ れ、 保 育 を ⾏ う こ と を ⽬ 的 と し ま す。   

   (1) 　  「当 園」 は、 保 育 の 提 供 に 当 たっ て は、 ⼊ 園 す る 乳 児 及 び 幼 児 （以 下 
「園 児」 と い う。） の 最 善 の 利 益 を 考 慮 し、 そ の 福 祉 を 積 極 的 に 増 進 す る 
こ と に 最 も ふ さ わ し い ⽣ 活 の 場 を 提 供 す る よ う 努 め ま す。   

   (2) 　  「当 園」 は、 保 育 に 関 す る 専 ⾨ 性 を 有 す る 職 員 が、 家 庭 と の 緊 密 な 連 携 
の 下 に、 園 児 の 状 況 や 発 達 過 程 を 踏 ま え、 養 護 及 び 教 育 を ⼀ 体 的 に ⾏ い ま 
す。   

   (3)    「当 園」 は、 園 児 の 属 す る 家 庭 や 地 域 と の 様々 な 社 会 資 源 と の 連 携 を 図 
り な が ら、 園 児 の 保 護 者 に 対 す る ⽀ 援 及 び 地 域 の ⼦ 育 て 家 庭 に 対 す る ⽀ 援 
等 を ⾏ う よ う 努 め ま す。   
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名   称   社 会 福 祉 法 ⼈   な み は や 福 祉 会  
所 在 地   ⼤ 阪 市 天 王 寺 区 東 ⾼ 津 町 １ ２ － １ ０ ⼤ 阪 市 ⽴ 社 会 福 祉 セ ン ター 内  
電 話 番 号   ０ ６ － ６ ７ ６ １ － ３ ０ １ ０  
代 表 者 ⽒ 名   理 事 ⻑   ⽵ 本   榮  

施 設 の 種 類   保 育 所  
施 設 の 名 称   新 家 保 育 園  
施 設 の 所 在 地   ⼤ 阪 市 福 島 区 吉 野 ５ － ６ － １ ２  
連   絡   先   電 話 番 号 ０ ６ － ６ ４ ６ ２ － ０ ０ ６ ４  

Ｆ Ａ Ｘ ０ ６ － ６ ４ ６ ２ － ０ ３ ５ １  

管   理   者   園 ⻑   森 本   淳 ⼦  
対 象 児 童   児 童 福 祉 法 及 び ⼦ ど も・ ⼦ 育 て ⽀ 援 法 の 定 め る と こ ろ 

に よ り、 保 育 を 必 要 と す る ⼩ 学 校 就 学 前 児 童  

認 可 定 員   ０ 歳 児         ８ ⼈     １ 歳 児       １ ６ ⼈  
２ 歳 児       ２ ２ ⼈     ３ 歳 児       ２ ７ ⼈  
４ 歳 児       ２ ７ ⼈     ５ 歳 児       ２ ８ ⼈  

利 ⽤ 定 員   満 ３ 歳 以 上 の 児 童                           ７ ８ ⼈  
満 １ 歳 以 上 満 ３ 歳 未 満 の 児 童                 ３ ５ ⼈  
満 １ 歳 未 満 の 児 童                             8 ⼈  

開 設 年 ⽉ ⽇       昭 和 ４ ８ 年   ８   ⽉   １   ⽇  

施 設・ 事 業 所 番 号   ××××××××××   

ホー ム ペー ジ    https://shinkehoikuen.com/   



４ 　 当 園 に お け る 施 設・ 設 備 等 の 概 要   

(1) 　 施 　 設   

(2) 　 主 な 設 備   

  

５ 　 提 供 す る 保 育 等 の 内 容   

　 　  当 園 は、 保 育 所 保 育 指 針 （平 成 20 年 ３ 月 28 日 厚 労 告 141 ） を 踏 ま え、 以 下 の 

保 育 そ の 他 の 便 宜 の 提 供 を 行 い ま す。   

  
（1） 特 定 教 育・ 保 育 及 び 時 間 外 保 育 の 提 供  
　 　 　 下 記 ８ に 記 載 す る 時 間 に お い て、 保 育 を 提 供 し ま す。  

  
（２）    地 域 交 流 活 動   
        保 育 園 の 庭 で 遊 ん だ り し ま す。 ま た、 地 域 の 施 設 と の 交 流 も あ り ま す。   
 
（３）     ⼦ 育 て 相 談 事 業   
        ⼦ 育 て の 悩 み な ど 電 話 で 受 け 付 け て い ま す。   
        ＜ 受 付 ： ⽉ 曜 ⽇ 〜 ⾦ 曜 ⽇     午 前 １ ０ 時 か ら 4 時。 ＞  

  
６ 　 職 員 の 職 種、 員 数 及 び 職 務 の 内 容 （栄 養 士 に つ い て は 別 掲）  令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 現 在   

当 園 で  は、 「大 阪 市 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 

（平 成 24 年 ３ 月 30 日 大 阪 市 条 例 第 49 号。 以 下 「条 例」 と い う。）」 の 定 め る 基 準 

を 遵 守 し、 保 育  の 実 施 に 必 要 な 職 員 と し て、 上 記 の 職 種 の 職 員 を 配 置 し て い ま 
す。   
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敷 　 地    ８ ８ ５ ． ９ １ ㎡  

園 　 舎   

構 　 造    鉄 筋 コ ン ク リー ト 造  

２ 階 建  

延 べ 面 積    ４ ７ ２ ． ３ ８ ㎡  

園 　 　 庭    地 上 園 庭 ４ ７ ４ ． ３ ㎡ 　 　  

設 備    部 屋 数    備 　 　 考   

乳 児 室    １ 室   ひ よ こ 組 （満 0 歳 児 ク ラ ス）   

ほ ふ く 室    １ 室   あ ひ る 組 （満 1 歳 児 ク ラ ス）   

保 育 室    ４ 室  
ぺ ん ぎ ん 組 （満 ２ 歳 児 ク ラ ス）、 う さ ぎ 組 （満 

３ 歳 児 ク ラ ス）、 ぞ う 組 （満 ４ 歳 児 ク ラ ス）、 

ら い お ん 組 （満 ５ 歳 児 ク ラ ス） に つ い て 各 １ 室   

       

調 理 室    １ 室     

       

       

職   種   職 務 の 内 容   員 数    常 勤   ⾮ 常 勤   備 考  
園 ⻑   園 務 を つ か さ ど り、 所 属 職 員 を 監 

督   
１   １      

主 任  
保 育 ⼠  

園 ⻑ を 助 け、 命 を 受 け て 園 務 の ⼀ 
部 を 整 理、 園 児 の 保 育 を つ か さ ど 
る   

１   １    
 

保 育 ⼠   児 童 の 保 育 等 を つ か さ ど る   １ ６   １ １   ５   保 育 補 助 ６  
調 理 員   給 ⾷ 調 理 等 を つ か さ ど る   ３   ２   １   栄 養 ⼠ と 兼 

務   



＜ 各 職 種 の 勤 務 体 系 ＞  

※ 　 ロー テー ショ ン に よ り、 各 保 育 士 の 勤 務 日 及 び 勤  務 時 間 帯 は 異 な り ま す。   
※   職 務 の 都 合 上、 上 記 と は 異 な る 勤 務 時 間 帯 と な る こ と が あ り ま す。   
 
７ 　 保 育 を 提 供 す る 日   

    保 育 を 提 供 す る ⽇  は、 月 曜 日 か ら 土 曜 日 ま で と し ま す。   

　 　 た だ し、 年 末 年 始 （ 12 月 29 日 か ら １ 月 ３ 日） 及 び 祝 祭 日 は 休 園 と な り ま す。   

  

８ 　 保 育 を 提 供 す る 時 間   
    保 育 を 提 供 す る 時 間 は、 次 の と お り と し ま す。                           
   (1) 　 保 育 標 準 時 間 認 定 に 係 る 保 育 時 間  
　 　 　 保 育 標 準 時 間 認 定 に 係 る 支 給 認 定 証 を 市 町 村 か ら 交 付 さ れ て い る 方 の 場 

合、 ７ 時 30 分 か ら 18 時 30 分 ま で の 範 囲 内 で、 保 育 を 必 要 と す る 時 間 と な り ま 

す （実 際 に 保 育 を 提 供 す る 日 及 び 時 間 帯 は、 就 労 時 間 そ の 他 保 育 を 必 要 と す 

る 時 間 を 勘 案 し、 当 園 と の 協 議 の う え で 保 護 者 ご と に 個 別 に 決 定 し ま す）。   

　 　 　 な お、 上 記 以 外 の 時 間 帯 に お い て、 就 労 等 の 理 由 に よ り 保 育 が 必 要 な 場 合 

は、 19 時 30 分 ま で の 範 囲 内 で、 時 間 外 保 育 を 提 供 い た し ま す （時 間 外 保 育 の 

利 用 に 当 たっ て は、 市 町 村 に お 支 払 い い た だ く 通 常 の 保 育 料 の 他 に、 別 途 利 

用 者 負 担 が 必 要 と な り ま す）。   

　 (2) 　 保 育 短 時 間 認 定 に 係 る 保 育 時 間   

　 保 育 短 時 間 認 定 に 係 る 支 給 認 定 証 を 市 町 村 か ら 交 付 さ れ て い る 方 の 場 合、 

８ 時 か ら 1 ６ 時 ま で の 範 囲 内 で、 保 育 を 必 要 と す る 時 間 と な り ま す （実 際 に 

保 育 を 提 供 す る 日 及 び 時 間 帯 は、 就 労 時 間 そ の 他 保 育 を 必 要 と す る 時 間 を 勘 

案 し、 当 園 と の 協 議 の う え で 保 護 者 ご と に 個 別 に 決 定 し ま す）。   

　 　 　 な お、 上 記 以 外 の 時 間 帯 に お い て、 就 労 等 の 理 由 に よ り 保 育 が 必 要 な 場 合 

は、 ７ 時 30 分 か ら ８ 時 ま で 又 は 1 ６ 時 か ら 19 時 30 分 ま で の 範 囲 内 で、 時 間 外 

保 育 を 提 供 い た  し ま す （時 間 外 保 育 の 利 ⽤ に 当 たっ て は、 市 町 村 に お ⽀ 払 い 
い た だ く 通 常 の 保 育 料 の 他 に、 別 途 利 ⽤ 者 負 担 が 必 要 と な り ま す）。  

  

９ 　 食 事 の 提 供 方 法 及 び 提 供 を 行 う 日、 ア レ ル ギー 対 応 状 況 及 び 栄 養 士 の 配 置 状 

況   

　  (1) 　 食 事 の 提 供 方 法   

　 　 　 自 園 調 理   

　 (2) 　 食 事 の 提 供 を 行 う 日   

　 　 　 保 育 を 提 供 す る 日 は、 毎 日 食 事 の 提 供 を 行 い ま す。   

　 　 　 児 童 の 年 齢 に 応 じ、 以 下 の 時 間 帯 に 食 事 の 提 供 を 行 い ま す。   
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職   種   勤 務 体 系  

園 長    正 規 の 勤 務 時 間 帯 （７ ： ３ ０ ～ １ ９ ： ３ ０） の う ち、 7 時 間 １ 5 分   

主 任 保 育 士    正 規 の 勤 務 時 間 帯 （７ ： ３ ０ ～ １ ９ ： ３ ０） の う ち、 7 時 間 １ 5 分   

保 育 士    正 規 の 勤 務 時 間 帯 （７ ： ３ ０ ～ １ ９ ： ３ ０） の う ち、 7 時 間 １ 5 分   

栄 養 士    正 規 の 勤 務 時 間 帯 （７ ： ３ ０ ～ 1 ９ ： ３ ０） の う ち、 7 時 間 １ 5 分   

調 理 員    正 規 の 勤 務 時 間 帯 （ 7 ： ３ ０ ～ 　 1 ９ ： ３ ０） の う ち、 7 時 間 １ 5 分   

  午 前 間 ⾷   昼 ⾷   午 後 間 ⾷   備 考  
０ 歳 児   ９ 時 30 分 頃   11 時 頃   15 時 頃    
１ 歳 児   ９ 時 30 分 頃   11 時 頃   15 時 頃    



    ※   献 ⽴ 表 は 毎 ⽉ 別 途 お 知 ら せ し ま す。   
　 (3) 　 ア レ ル ギー 対 応 状 況   

　 　 　 除 去 食 及 び 代 替 食 に 対 応   

　 　 　 食 物 ア レ ル ギー 対 応 マ ニュ ア ル 有   

　 (4) 　 栄 養 士 の 配 置 状 0   

　 　 ※ 　 食 物 ア レ ル ギー 等、 体 質 に 合 わ な い 食 材 が あ れ ば ご 連 絡 く だ さ い。   

  

  

10 　 利 用 料 金   

　 (1) 　  特 定 教 育・ 保 育 に 係 る 利 ⽤ 者 負 担 （保 育 料）   

　 　    ⽀ 給 認 定 を 受 け た 市 町 村 に 対 し、 当 該 市 町 村 が 定 め る 保 育 料 を お ⽀ 払 い い 
た だ き ま す。   

 
   (2)    保 育 の 提 供 に 要 す る 実 費 に 係 る 利 ⽤ 者 負 担 ⾦ 等  
       (1)  に 掲 げ る 保 育 料 の ほ か、 別 表 に 掲 げ る 費 ⽤ を 負 担 し て い た だ き ま す。   
      お ⽀ 払 ⽅ 法 に つ い て は、 別 途 お 知 ら せ し ま す。   

  

  

（３） 　 実 費 徴 収 に 係 る 補 足 給 付 事 業   

　 　 　 　 生 活 保 護 世 帯 に 対 し て、 （２） に 係 る 費 用 の う ち 教 材 費、 被 服 費 等 に つ 

い て 月 額 2,500 円 を 上 限 に 申 請 に よ り 助 成 さ れ ま す。   

  

  

11 　 特 別 支 援 教 育・ 障 が い 児 保 育 の 取 組 状 況   

　 　  地 域 社 会 の 中 で、 障 が い の あ る こ ど も と な い こ ど も が 共 に 育 ち 合 う こ と を 基 

本 的 な 考 え 方 と し て 障 が い 児 保 育 を 行っ て い ま す。   

  

12 　 利 用 の 開 始 に 関 す る 事 項   

　 　  区 保 健 福 祉 セ ン ター の 利 用 調 整 に 基 づ き 当 園 に 入 所 決 定 さ れ 支 給 認 定 を 受 け 

た 保 護 者 が 本 重 要 事 項 説 明 書 等 に 同 意 さ れ た 後 に 保 育 の 提 供 を 開 始 し ま す。   

  

13 　 利 用 の 終 了 に 関 す る 事 項   

     　 当 園 は、 以 下 の 場 合 に は 保 育 の 提 供 を 終 了 し ま す。   

　 　 (1) 　 園 児 が 小 学 校 に 就 学 し た と き   

　 　 (2) 　 児 童 の 保 護 者 が、 児 童 福 祉 法 又 は 子 ど も・ 子 育 て 支 援 法 に 定 め る 支 給 

要 件 に 該 当 し な く なっ た と き   

　 　 (3) 　 そ の  他、 利 ⽤ の 継 続 に つ い て 重 ⼤ な ⽀ 障 ⼜ は 困 難 が ⽣ じ た と き  
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２ 歳 児   ９ 時 30 分 頃   11 時 頃   15 時 頃    
３ 歳 児     11 時 30 分 頃   15 時 頃    
４ 歳 児     11 時 30 分 頃   15 時 頃    
５ 歳 児     11 時 30 分 頃   15 時 頃    

職 務 の 内 容   員 数    常 勤   ⾮ 常 勤   備 考  
園 児 の 栄 養 指 導 及 び 管 理    2   2   １    



14 　 嘱 託 医  
      当 園 は、 以 下 の 医 療 機 関 と 嘱 託 医 契 約 を 締 結 し て い ま す。   
　 (1)    内 科  

   (2)    ⻭ 科  

  

15 　 緊 急 時 の 対 応   
      お 預 か り し て い る 園 児 に 病 状 急 変 等 の 緊 急 事 態 が 発 ⽣ し た 場 合 に は、 保 護 

者 の 指 定 す る 医 療 機 関 及 び 緊 急 連 絡 先 等 へ 速 や か に 連 絡 を ⾏ い ま す。   
 
 
16 　 非 常 災 害 時 の 対 策   

 
17 　 虐 待 の 防 止 の た め の 措 置 に 関 す る 事 項   

　 　  職 員 に よ る 園 児 へ の 虐 待 防 止 の た め、 以 下 の 措 置 を 講 じ て い ま す。   

　 (1) 　 年 に 1 回 職 員 に 対 し て 虐 待 防 止 研 修 を 実 施   

　 (2) 　 虐 待 防 止 マ ニュ ア ル の 作 成、 運 用   

  

18 　 要 望・ 苦 情 等 に 関 す る 相 談 窓 口   
      当 園 で は、 要 望・ 苦 情 等 に 係 る 窓 ⼝ を 以 下 の と お り 設 置 し て い ま す。   

    ※   当 園 で は、 上 記 の ほ か、 園 内 に 要 望・ 苦 情 等 に 係 る 投 函 箱 を 設 置 し て い 
ま す。   

 

5  

医 療 機 関 の 名 称   林 ク リ ニッ ク  
医 院 ⻑ 名  ⼜ は  医 師 
名  

林 為 仁  

所     在     地   ⼤ 阪 市 福 島 区 海 ⽼ 江 7-20-8   
電   話   番   号   06 － 6458-6328   

医 療 機 関 の 名 称   ⽥ 中 ⻭ 科 ク リ ニッ ク  
医 院 ⻑ 名  ⼜ は  医 師 
名  

  ⽥ 中 隆 博  

所     在     地   ⼤ 阪 市 福 島 区 吉 野 4-25-23   
電   話   番   号   06 － 6460-6460   

⾮ 常 時 の 対 応   別 途 に 定 め る、 消 防 計 画 書 に よ り 対 応 い た し ま す。   

防 災 設 備  
・ ⾃ 動 ⽕ 災 報 知 機     有    ・ 誘   導   灯         有    
・ ガ ス 漏 れ 報 知 機     有    ・ ⾮ 常 警 報 装 置       有  
・ そ の 他、 カー テ ン 等 の 防 炎 処 理     有  

避 難・ 消 ⽕ 訓 練     避 難 及 び 消 ⽕ の 訓 練 は、 毎 ⽉ １ 回 以 上 実 施 し ま す。   

 
当 園  

ご 利 ⽤ 相 談 窓 ⼝  

・ 窓 ⼝ 担 当 者     主 任   佐 保 ⽥ 悦 ⼦  
・ ご 利 ⽤ 時 間     10 ： 00 〜   16 ： 00  
・ 電 話 番 号       06 － 6462 － 0064  
  Ｆ Ａ Ｘ       06 － 6462 － 0351  
  担 当 者 が 不 在 の 場 合 は、 当 園 職 員 ま で お 申 し 出 く だ さ 
い。  

第 三 者 委 員  
⼟ 井 憲 之  
森 本 宮 仁 ⼦  

電 話 番 号   06-6761-3010   
役 職・ 法 ⼈ 監 事  



19 　 利 用 者 に 対 し て の 保 険 の 種 類・ 保 険 事 故・ 保 険 金 額   
      当 園 で は、 以 下 の 保 険 に 加 ⼊ し て い ま す。   

  ※ 詳 し く は、 別 途 配 布 す る 「独 ⽴ ⾏ 政 法 ⼈ ⽇ 本 ス ポー ツ 振 興 セ ン ター 加 ⼊ の ご 
案 内」 を 御 確 認 く だ さ い。  

 
 
20 　 園 児 の 利 用 状 況 （毎 年 度 ５ 月 １ 日 現 在）   

 
21 　 第 三 者 評 価 の 受 審、 自 己 評 価 の 実 施 状 況   

  

22 　 子 ど も・ 子 育 て 支 援 法 第 39 条 第 ３ 項、 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 公 表・ 公 示 さ れ た 

旨   
    な し （有 る 場 合 は、 そ の 旨 及 び 公 表・ 公 ⽰ 内 容 を 記 載）  
 
23 　 当 園 に お け る そ の 他 の 留 意 事 項   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

6  

保 険 の 種 類   独 ⽴ ⾏ 政 法 ⼈ ⽇ 本 ス ポー ツ 振 興 セ ン ター 保 険   
保 険 の 内 容   災 害 共 済 給 付  
保 険 ⾦ 額   210 円 （年 額） 保 護 者 負 担  

  平 成 ３ １ 年 度   令 和 ２ 年 度   令 和 ３ 年 度  
０ 歳 児   ８ ⼈   ８ ⼈   ８ ⼈  
１ 歳 児   １ ６ ⼈   １ ６ ⼈   １ ６ ⼈  
２ 歳 児   １ ９ ⼈   １ ９ ⼈   １ ９ ⼈  
３ 歳 児   ２ ６ ⼈   ２ ６ ⼈   ２ ６ ⼈  
４ 歳 児   ２ ５ ⼈   ２ ６ ⼈   ２ ５ ⼈  
５ 歳 児   ２ ７ ⼈   ２ ４ ⼈   ２ ７ ⼈  

　 　 項 　 目    受 審、 実 施 状 況    受 審、 実 施 結 果   

第 三 者 評 価 受 審 状 況   平 成 22.29 年 度 受 審   評 価 機 関 よ り 高 い 評 価 を 得 る   

自 己 評 価 の 実 施 状 況   毎 年 度 実 施    保 育 園・ 保 育 士 の 質 と 組 織 機 能 を 高 め る  

喫 煙   当 園 の 敷 地 内 は す べ て 禁 煙 で す。   
宗 教 活 動、 政 治 活 
動、  
営 利 活 動  

利 ⽤ 者 の 思 想、 信 仰 は ⾃ 由 で す が、 他 の 利 ⽤ 者 に 対 
す る 宗 教 活 動、 政 治 活 動 及 び 営 利 活 動 は ご 遠 慮 く だ 
さ い。  



別 表   
  

 
１   保 育 の 提 供 に 要 す る 実 費 に 係 る 利 ⽤ 者 負 担 ⾦  

 
＜ 例 ＞  
・  ２ 号 認 定 を 受 け た こ ど も に 係 る 幼 児 主 ⾷ 費   
・ 園 外 保 育 に 係 る 費 ⽤   
      交 通 費 の 実 費 負 担     随 時 （ 200 円 程 度）   

  
２   時 間 外 保 育 に 係 る 利 ⽤ 者 負 担 １  
       ＊ 保 育 標 準 時 間 認 定 児 童 の 利 ⽤ 分     
             ・ ⽉ 額 制     2.900 円   
             ・ ⽇ 額 制       300 円   
      ＊ 保 育 短 時 間 認 定 児 童 の 利 ⽤ 分   
             ・ ⽉ 額 制 （ 1 時 間 ま で） 2.900 円、 （ 2 時 間 ま で） 5.900 円   
                      （ 2 時 間 超）   6.800 円   
             ・ ⽇ 額 制 （ 1 時 間 ま で） 300 円、 （ 2 時 間 ま で） 600 円、   
                      （ 2 時 間 超）   700 円   
 
※   当 園 は、 上 記 費 ⽤ の ⽀ 払 を 受 け た 場 合 は、 領 収 証 を 交 付 い た し ま す。   

7  

項 ⽬   内 容、 負 担 を 求 め る 理 由 及 び ⽬ 的    ⾦ 額  
給 ⾷ 費    3.4.5 歳 児 の 主 ⾷ 提 供 に 係 る 実 費 負 担    ⽉ 額   主 ⾷ 費   1.100 円           

                    
      副 ⾷ 費   4,500 円  

    教 材 費      個 ⼈ 負 担 の 教 材 等 に 係 る 実 費 負 担   
                      ⼊ 園 時  

（乳 児）   
⽒ 名 印 180 円・ 名 札 100 円・ 記 録 
ノー ト 600 円・ 健 康 ⼿ 帳 200 円・   
帽 ⼦ 880 円   
（幼 児）   
   道 具 箱 600 円・ ク レ パ ス 590 円・   
リュ ツ ク サッ ク 2 ６ 00 円 ⽔ 性 ペ ン 
690 円 出 席 ノー ト 340 円 健 康 ⼿ 帳 200 
円 絵 具 700 円 帽 ⼦ 880 円      
ピ ア ニ カ の 吹 き ⼝ 400 円 粘 ⼟ 430 円 出 籍 
シー ル 2 ５ 0 円     

⽇ 本 ス ポー ツ 復 興 共 済 給 付      210 円         
保 護 者 会 費      ⽉ 500 円   
写 真 代      1 枚 60 円   


